
№５ 

補 助 金 等 調 書 

 

補助金等の名称 白糠町空家等除却費補助金 担当課 企画財政課 

交付根拠法令等 白糠町空家等除却費補助金交付要綱 終 期 令和８年３月３１日 

補 助 事 業 者 個人 補助金等の分類 補助金 

総合計画の施策 

体系(行政目標) 

施策分類 交通安全・防犯体制の充実 施策小分類 防犯体制の整備 

施策目的 住民の安全・安心な暮らしを確保するため、地域ぐるみの安全活

動の推進に努める。 

 

 

 

 

 

事 業 の 概 要 

 

 

 

 

 

（目的） 

白糠町空家等対策計画に基づき、空家等の適正管理や除却、利活用の促進など、

総合的かつ計画的に空家等対策を推進することを目的とする。 

補助金の交付対象者 

⑴ 除却しようとする空家等の所有者等（個人、法人は問わない）。 

⑵空家等除却後の跡地の利活用に努めるとともに、適切な管理に努める者 

⑶この補助事業以外に、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受け

ていない者 

⑷新築住宅の建設やリフォームなどで町の補助金の交付を受けていない者 

⑸町税及び本町へ納付すべき使用料等に滞納がない者 

⑹その他町長が特に必要と認める者 

対象住宅等 

⑴町内にある空家等（日常生活が営まれていた事務所や店舗なども含みます） 

⑵白糠町に建設工事等入札参加資格の登録がある業者に発注する工事である

こと。 

⑶所有権以外の権利が設定されていないもの。 

1. 土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号）の規定による収用その他国又は地

方公共団体における公共事業のための収用に伴う移転補償の対象となっ

ていないこと。 

2. 補助年度の 2月末までに除却工事を完成させること。 

【令和７年度実績】 

 白糠町空家等除却費補助金  53 件 78,909,000 円 

 

 

令和７年度 

収入決算額(a) 

令和７年度 

支出決算額(b) 

差し引き 

 (a)－(b) 

(a)収入のうち 

町補助金額(c) 
(c)のうち一般財源 

88,000,000 78,909,000 9,091,000 78,909,000 78,909,000 

 


